
  

 

 

判定の結果 

条例対象手続へ 

★ 事業の影響が横浜市域に限られる場合には、県知事を 

通さず、直接事業者へ意見を述べる。 
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【法対象事業】横浜市環境影響評価条例の手続の流れ 
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※併せて、インターネット等での公表も行います。                    （平成 25年４月１日） 
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